
* 消費者相談* 消費者相談 Q&A　Q&A　迷ったら相談しよう！ *迷ったら相談しよう！ *

～後払い代行サービスのトラブル～

広報 6月号　1617　広報 6月号

　　「お試し」でダイエットサプリメント (＝健康食品 )を注文したが、再び同じ　　「お試し」でダイエットサプリメント (＝健康食品 )を注文したが、再び同じ
商品が届き、その後の高額請求書で、実際は定期購入だと知った。1回お試しの商品が届き、その後の高額請求書で、実際は定期購入だと知った。1回お試しの
つもりなので２回目以降は払いたくない。請求書の送り元が購入会社と異なってつもりなので２回目以降は払いたくない。請求書の送り元が購入会社と異なって
いることも信用できない。請求を無視してもいいですか。いることも信用できない。請求を無視してもいいですか。

沖縄県消費生活センター宮古分室 ☎ 72-0199　▶相談時間：平日 9 時 ~12時／ 13時 ~16時

　　ネット通販等によく利用されるようになった後払い代行サービス業者からの請求　　ネット通販等によく利用されるようになった後払い代行サービス業者からの請求
です。代行業者は先に商品代を販売会社に立て替え、販売会社が商品を発送した後で、です。代行業者は先に商品代を販売会社に立て替え、販売会社が商品を発送した後で、
注文者に請求書を発送します。商品代の請求権が代行業者に移行されるため、販売会注文者に請求書を発送します。商品代の請求権が代行業者に移行されるため、販売会
社と解約交渉ができないうちは請求が続きます。社と解約交渉ができないうちは請求が続きます。
　注文は慎重に！注文後のトラブルは早目に相談してね。　注文は慎重に！注文後のトラブルは早目に相談してね。
＊宮古島市役所　地域振興課　消費者相談窓口＊宮古島市役所　地域振興課　消費者相談窓口
　　　☎ 0980-73-2695　　　相談受付時間：平日 10時 ~12時／ 13時 ~16時　　　☎ 0980-73-2695　　　相談受付時間：平日 10時 ~12時／ 13時 ~16時

サービス受付開始日サービス受付開始日 サービス提供開始日サービス提供開始日

伊良部地区  令和 2年５月 21日 ( 木 )  令和 2年６月 22日 ( 月 )

狩俣地区 令和２年  6 月 4日 ( 木 ) 令和 2年 7月 9日 ( 木 )

　光ブロードバンドサービスが伊良部・狩俣地区　光ブロードバンドサービスが伊良部・狩俣地区
で下記の日程の通り開始されます。契約等についで下記の日程の通り開始されます。契約等につい
ては、各通信事業者にご確認ください。ては、各通信事業者にご確認ください。

問  情報政策課情報政策課　☎ 72-168972-1689

Ｑ

A

− お知らせ − MIYAKOJIMA CITY INFORMATION− お知らせ − MIYAKOJIMA CITY INFORMATION

納税のお知らせ納税のお知らせ

納期限：納期限：６６月月3030日日 (( 火火 ))

・市県民税 (普通徴収 )１期
 ▶税務課 収納管理係 ☎ 72-3751( 内 141~143)

-MIYAKOJIMA CITY INFORMATION--MIYAKOJIMA CITY INFORMATION-

相談コーナー相談コーナー

６月の国民健康保険税
「夜間」納付（相談）窓口開設日時
・６月11日 (木 )、 25日 (木 )17時 15分～ 19時
・場所：平良庁舎 2階　国民健康保険課
・お問合せ：賦課徴収係　☎  73-1973

ふれあい総合相談支援センター
・一般相談 (月〜金 /10 時～ 16時 )
・医療 /法律相談 (要予約 )
・場所：社会福祉協議会 下地支所☎ 76-2270( 代表 )

無料人権相談

・６月16日 (火 ) 13 時半～ 16時
          　　     　　　　　　場所：平良庁舎 2階会議室
・６月11日 (木 ) 14時～ 16時
          　　     　　　　　　場所：下地庁舎 1階会議室
・お問合せ：地域振興課　☎ 73-4905

女性相談室
  ・毎週 月〜金 9 時～ 17時
  ・場所：平良庁舎 4階 女性相談室   ☎ 73-1947

消費者相談窓口
・平日：10時～ 12時 /13 時～ 16時
 ・場所：地域振興課　☎ 73-2695
   ・消費者ホットライン☎ 188

夜間「暮らしの無料消費者相談」
・日時：6月10日 (水 )、24日 (水 )
                              　　　　18時～ 20時　※要予約
 ・場所：沖縄県宮古合同庁舎 1階
                                    　　　行政情報コーナー
・お問合せ：地域振興課 生活安全係       ☎ 73-・お問合せ：地域振興課 生活安全係       ☎ 73-4905

          　　     　　　　　　場所：平良庁舎 2階会議室

※※伊良部地区 (5/21( 木 )) と狩俣地区 (6/4( 木 )) で開催予伊良部地区 (5/21( 木 )) と狩俣地区 (6/4( 木 )) で開催予
定としておりました住民説明会は、新型コロナウイルス感染定としておりました住民説明会は、新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から中止となりました。拡大防止の観点から中止となりました。

難病患者等に係る渡航費等の一部助成難病患者等に係る渡航費等の一部助成
金・特定不妊治療に係る航空運賃の一金・特定不妊治療に係る航空運賃の一
部助成金申請期間延長のお知らせ部助成金申請期間延長のお知らせ

　令和 2年 4月から 8月 31日までの申請につい　令和 2年 4月から 8月 31日までの申請につい
ては、新型コロナウイルスの影響により、申請期ては、新型コロナウイルスの影響により、申請期
限を限を令和3年３月12日まで令和3年３月12日まで延長とします。延長とします。

問  健康増進課健康増進課　☎ 73-197873-1978

   

対 象 路 線
（ 片 道 ）

小 児 (11 歳 以 下 )

小 児 運 賃 離島割引( 小 児 )
宮古ー那覇 3,600 円 1,850 円

宮古ー石垣 2,400 円 1,200 円

対 象 路 線
（ 片 道 ）

　 障 が い 者 　
障 が い 者
割 引 運 賃

離 島 割 引
　(障がい者 )

宮古ー那覇 4,650 円 1,200 円

宮古ー石垣 3,100 円 750 円

【対象となる搭乗期間】【対象となる搭乗期間】
令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日
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令和３年令和３年4月２日 (金 )16 時まで

問  市民課 (平良庁舎 1階 )　☎ 72-3751

【請求に必要なもの】【請求に必要なもの】
①搭乗券または搭乗案内の原本（①搭乗券または搭乗案内の原本（eチケットeチケットお客様控えお客様控え
　＋搭乗証明書がない場合は　＋搭乗証明書がない場合は、、領収書領収書++搭乗証明書搭乗証明書））
　 　 ※領収書は搭乗者名・搭乗日・運賃種別明記のもの※領収書は搭乗者名・搭乗日・運賃種別明記のもの
②離島住民割引運賃カード（搭乗時有効期限内）②離島住民割引運賃カード（搭乗時有効期限内）
③還付金を振り込む口座の通帳 (障がい者の方は③還付金を振り込む口座の通帳 (障がい者の方は
　本人名義、小児の方は請求される親名義の通帳 )　本人名義、小児の方は請求される親名義の通帳 )
④窓口に来る人の本人確認書類（免許証等）④窓口に来る人の本人確認書類（免許証等）
⑤障がい者手帳　⑤障がい者手帳　
⑥印鑑（シャチハタ不可）⑥印鑑（シャチハタ不可）
⑦請求書（宮古島市⑦請求書（宮古島市ホームページホームページからからダウンロードダウンロード可能）可能）

【対象者】離島割引カードをお持ちの以下の方お持ちの以下の方

　市内の施工業者を利用し、自らの居住する住宅
の 20万円以上のリフォーム工事に対して補助金
を交付する事業です。補助金申請後、交付決定を
受けてから着手する工事で、来年の 1月末まで
に工事を完了できるものが補助金交付の対象とな
ります。補助金は対象工事費の20%( 上限額
40万円 )

【対象改修工事】
①バリアフリー改修工事
②省エネ改修工事　
③空き家改修工事 (所有者居住目的 )
④耐久性等を向上させる改修工事
⑤県産材料を利用した改修工事

【申請期間】
6月1日 (月 ) ～10日 (水 )　9時～ 17時
(12 時～ 13時はお昼休み )
※申請者多数の場合は、抽選となります。
※申請には必要書類が多数ありますので、事前
にご相談ください。

令和２年度 宮古島市緊急経済対策住宅令和２年度 宮古島市緊急経済対策住宅
リフォーム支援事業についてリフォーム支援事業について

建築課 住宅企画係 　☎ 76-6137
【受付・問合せ】

　詳しくは、市のホームページ（宮古島市緊急
経済対策住宅リフォーム支援事業補助金交付要
綱）をご覧ください。

(所有者居住目的 )

 農振農用地の変更要望受付期間
 延長のお知らせ (再掲載 )

　本誌３月号に掲載しておりました、宮古島農業振　本誌３月号に掲載しておりました、宮古島農業振
興地域整備計画総合見直しの実施による編入・除外・興地域整備計画総合見直しの実施による編入・除外・
用途変更の要望受付期間を延長します。用途変更の要望受付期間を延長します。

【変更前】～令和 2年５月 29日まで【変更前】～令和 2年５月 29日まで
【変更後】～令和 2年６月 30日 ( 平日のみ )まで【変更後】～令和 2年６月 30日 ( 平日のみ )まで

問  農政課農政課 農政係　☎ 76-684076-6840

※ R2年度より担当する課が
　　　　地域振興課から市民課になりました

離島住民等交通コスト負担軽減事業のお知らせ離島住民等交通コスト負担軽減事業のお知らせ

伊良部・狩俣地区光ブロードバンド伊良部・狩俣地区光ブロードバンド
サービス開始サービス開始のお知らせ

○小児 (11歳以下 )
○障がい者手帳をお持ちの方及びその付き添い１名
※『先得割』、『得割』等は対象外です。

【請求期限】【請求期限】

　詳しくは市役所健康増進課まで　詳しくは市役所健康増進課まで
　お問い合わせください。　お問い合わせください。

　本件に関し不明点やご質問がある場合は、宮古　本件に関し不明点やご質問がある場合は、宮古
島市役所情報政策課までお問合せくださいますよ島市役所情報政策課までお問合せくださいますよ
うお願いいたします。うお願いいたします。


